
 

お客様各位 

 

 

  鹿 児 島 市 交 通 局 

 

市電運賃の改定について 

 

 鹿児島市交通局は、令和８年４月１３日に、九州運輸局長に対して市電の上限運賃改定認可

申請を行っておりましたが、令和８年７月３日に認可されましたので、下記のとおり市電運賃

を改定します。 

ご利用の皆様にご負担をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 概要 

 (1) 運賃改定実施予定日   令和８年８月１日 

 (2) 改定内容 

市電の普通運賃（均一制） 

（現 行） （改正後） 

大人 １７０円  ２００円 （＋３０円 改定率１７．７％） 

   小児  ８０円  １００円  

 

２ 改定の主な理由 

  燃料費の高騰や人件費の増等、厳しい経営環境にある中で、安全で安定的な運行の維持を

図り、運転士の確保や処遇改善、老朽施設・設備の整備等に取組を進めるために、運賃改定

を行うもの。 

 

３ 普通運賃の改定に伴う各種料金の改定 

基準となる普通運賃の改定に伴い、各種乗車券等の料金を改定します。 

(1) 身体・知的・精神障害者割引料金 

（現 行） （改正後） 

大人  ８０円  １００円 

小児  ４０円   ５０円 

    

(2) 回数料金 

   身体・知的・精神障害者割引回数乗車券（１１枚綴り） 

（現 行） （改正後） 

７２０円  ９００円 

   



(3) 定期料金（主な定期料金） 

  改定後の額は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 特殊料金 

  改定後の額は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 貸切電車料金 

 （現 行） 片道一回 １３，４００円 

 （改定後） 片道一回 １５，８００円 

 

４ 今後の取組 

  運転士の確保や処遇改善、老朽施設・設備の整備等の取組を着実に推進することで、今後

においても安定したサービスを提供してまいります。 

 

５ 運賃改定に伴う乗車券の取扱い 

(1) 定期券 

令和８年８月１日販売分から、改定後の料金で発売いたします。 

※利用期間が８月１日以降を含む定期券についても、７月３１日までは旧料金で販売し

ます。 

  

(2) 回数券、企画乗車券等 

改定前に購入した乗車券については、８月１日以降も利用可能です。ただし、汚損・

き損等による新乗車券への交換時には、購入時の金額との差額を追加でお支払いいただ

きます。 

以上 


